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へ一ゲル判断論における真理について
　　　一具体例から読み解くへ一ゲル判断論一

歩　石　憲　昭

はじめに

　目の前に咲く赤いバラの花に対して，「バラは赤い」という判断を行ったと

しよう。通常，この「バラは赤い」という判断は，真理で・あると見なされるだ

ろう。これは極めて常識的な真理の把握と言える。しかし，へ一ゲルは，この

ような捉え方に異を唱える。へ一ゲルによれば，「バラは赤い」という判断は

真理ではない。これは，その花がユリやヒマワリではなく，確かに「バラ」で

あり，またその色も，白や黄ではなく，確かに「赤い」色で李ったとしても，

そうなのである。もちろん，へ一ゲルはだからといって，「バラは白い」とか

「ユリは赤い」などと好き勝手に主張してよいと言っているわけではない。バ

ラが赤いという事実自体は，へ一ゲルも否定はしないのだが，しかし，それは

「正しさ」（肥・hdgk・it）を持っ・にすぎないとして・あくまでもそれを「真理」

（Wahrhelt）とは明確に区別しようとするのである。しかも，その際，「『バラは

赤い』，『バラは赤くない』というよ．うな質的判断が真理を含むことができると

いうのは，最も本質的な論理的偏見の一つである」（W．8323§172Anm．）と

へ一ゲルは言う。つまり，実際にそれがバラかどうかや，赤いかどうかを検証

するまでもなく，それが質的判断であるということによって，「バラは赤い」

という判断は，真理を含み得ないと主張するのである。このように言われると，

我々は非常に当惑するだろう。というのも，通常，判断において真偽が問題と

されるのは，判断規定によって示されるそのr内容」についてであって，「判

断規定そのもの」が真偽の対象とされることは決してないからである。半1」断規

定を吟味にかけ，また，赤いバラに対してrバラは赤い」とする極めて自明な

判断を真理とせずして，へ一ゲルは一体何を真理だとするのだろうか。へ一ゲ

ルの判断論における真理について考察するのが本稿の課題である。
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　そもそも「真理」は，へ一ゲル哲学にとって最も重要な問題であった。へ一

ゲルはその晩年，「そもそも私が哲学的努力においてこれまで目指してき，ま

た，今も目指しているものは，真理の学問的認識である」（W．814）と明言し

てい乱従って，この「真理の学問的認識」の解明は，へ一ゲル哲学研究にお

いて，第一級の価値を持っと言うことができるものであるのだが，本稿はこれ

を判断論に即して行うものと位置づけることができるだろう川。特に，判断は，

日常においても真理が問題にされる領域であるので，我々の常識的な理解と対

比して，この「真理の学問的認識」の特質を最も際立たせることができる箇所

であ乱へ一ゲル論理学の議論は一般に，非常に難解として知られるものであ

るが，へ一ゲルの挙げる具体例に着目して，具体的な解明を行うよう心懸けた

い。以下，第一節では，へ一ゲルの判断に対する基本的な立場を確認し，続く

第二節では，へ一ゲルの判断諸規定論の考察を行い，へ一ゲルの判断論におい

て真理がどのように捉えられているのかを明らかにしていきたい。

1．へ一ゲルにおける判断の基本的性格

　まずはへ一ゲルの判断論の基本的性格を確認しておこう。「バラは赤い」を

r真理」とは見なさないへ一ゲルの議論の独自性は，そもそもへ一ゲルの判断

に対寺る捉え方が独特であることに由来するからである。この点を明らかにす

るために，まずは一般的な判断の把握の仕方を確認し（第一項），次に，へ一

ゲル独自の判断の把握を考察し（第二項），最後に，その判断観から導かれる

へ一ゲルの判断論の課題を確認し（第三項），次節で行う判断諸規定論の考察

の基礎としたい。

（1）一般的な判断の捉え方

　判断は，rAはBである」（A　i．t　B．）という定式で基本的に表現されるもので

あるが，一般的な半1」断の把握においては，これは「二つの概念の結合」（W．6

305）と特徴づけられる。例えば，rバラは赤い」（Di・Ro・・i・t・・t．）という判断

においては，「バラ」（d・Ro・・）という主語概念と「赤い」（・・t）という述語概

念が，繋辞（iSt）によって結びっけられる，というものである。この場合，この

判断が真理であるかどうかは，主語概念と述語概念が正しく結合されているか
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によって決定される。「バラは赤い」という判断は，冒頭で示したように，こ

れが実際に赤いバラについてなされた判断であるならば，「真理」であるとさ

れ，これを「バラは白い」と判断すれば「偽」であるとされるのである。この

「バラは白い」に関しても，否定辞を加えて，rバラは自ではない」（Di・R…

ist㎡。ht　we棚．）としてその偽を否定するならば，これも「真理」と見なされる

ことになるだろう

　そもそもこのような判断観及び真理観が生まれてくるのは，その基礎となっ

ている「概念」の把握の仕方に由来するものである。一般的に，「概念」がど

のように生成されるかと言うと，事物に含まれている様々な特殊な諸規定を捨

象することによってである（W．8311f§ユ63Zu・．）。例えば「バラ」という概念

は，その様々な品種や色や香りといった特殊性を捨象することによって産み出

される，共通性としての普遍性であ乱この普遍性は，それが特殊性を捨象す

ることによって得られるがI故に，中身のない普遍性であり，また，そうである

が故に，その概念，つまり，「バラ」が何であるかを示すためには，別の新し

い概念，例えば，「赤い」を付け加えることによってそれを示さなければなら

ないのであ引こうして「二つの概念の結合」としての判断観が成立し，また，

主語概念と述語概念との正しい結合を「真理」とする（これはへ一ゲルによれ

ば「正しさ」とされるわけだが，）考え方が生まれたのである。

（2）へ一ゲルにおける判断の捉え方

　へ一ゲルにおいても，判断は基本的に「AはBである」という形式で示さ

れるものなのであるが，へ一ゲルはこの形式を，一つの概念の「根源的な分割」

（W．6304）と捉える。AとBは，二つの概念ではなく，一つの概念の二つの契

機であると考えるのである。ここには，へ一ゲル独特の「概念」の把握が前提

されている。

　へ一ゲルはr概念」を，普遍性，特殊性，個別性の三契機の統一体として捉

える。これは，一般的な概念把握が，特殊性を捨象することによって得られた

ものであり，また，個別性と対立するものとして普遍性を捉えるのと著しい対

照をな九このような普遍性はr抽象的普遍性」（W．8311§163Zu・．）と呼ば

れ，これに対して，へ一ゲルが提示する，特殊性，個別性をもその内に含むも

のとしての普遍性は，「具体的普遍性」（W．752§6A・m．）と言うことができ
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る。へ一ゲルは，判断論に先立つ「概念そのもの」論において，この三契機の

各々の規定とその連関を示しているのであるが（W．8311、§163），そこでの議

論は非常に抽象的で難解である。ここでは，へ一ゲル自身がその理解のために

挙げている「自我」の例をもとに，略述することにしよう（c£W．6253，W．74

9丘§5－7）。普遍性とは，概念における純粋な自己同」性の側面を示すもので，

「自我」の例に則して言えば，自らが持つあらゆる諸規定を捨象して得られる

純粋な自己関係としての「私」である。しかし，「自我」は，万人に当てはま

るような，このような抽象的な自己同一性にとどまるものではなく，実際，我々

は何らかの規定を持って存在するものであり，また，自らを規定するものであ

る。この規定性の側面を示すのが特殊性である。だが，この規定された在り方

に関して，へ一ゲルは，それが自らの普遍性に適っているかどうかを区別し，

その普遍性に適っているものを個別性と定義する。つまり，最初の抽象的な自

己同一性に過ぎなかった普遍性が現実的に規定されて存在する在り方を，へ一

ゲルは厳密にr個別性」と言うわけである。へ一ゲルは，概念をこのように三

契機の統一体として考えるわけである螂コ。

13）へ一ゲル判断論の課題

　だが，話はこれで終わらない。へ一ゲルは，「しかし，個別性は，単に概念

の自分自身への還帰であるだけでなく，直接的に概念の喪失である」（W．629

9）と突然言い出す。「概念は個別性において自分自身の内にあるのだが，その

個別性によって，概念は自己の外にあるものとなり，現実性へと歩み出る」（i

bid．）として，その現実化において，先に見た三契機の統一としての在り方は失

われるとされるのである。判断の一般的形式は「AはBである」であるが，

へ一 Qルはこの形式の中に，概念のこの事態を読み取る。その内の個別性が前

面に出てきて，普遍性がその背後に退いてしまうと言うのである。判断の一般

的形式は，へ一ゲルにおいてはより厳密に，「個別的なものは普遍的なもので

ある」（W．83！6§166Anm．）と捉え直され孔へ一ゲルは判断を，このように

概念諸契機の関係を示すものとして捉え，この定式の意味を，「あらゆるもの

は，自己の内で普遍性あるいは内的本性である個別的なものであり，あるいは，

個別化されている普遍的なものである」（W．8318£§167）と解釈する。しかし，

普遍性が個別性のr内に」含まれているものにすぎないものであったり，また，
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「単に普遍性が個別化した」というだけでは，先に見た三契機の統一体として

の個別性が実現されているとはまだ言えない。「概念そのもの」において示さ

れていたにも関わらず，失われてしまった概念の統一を回復すること，つまり，

普遍性が現実的に自己を規定する存在としての個別性を，現実的に定立するこ

とが判断論の課題となるのである。その際，へ一ゲルは，端的にそれが現実化

されるとするのではなく，その現実化の生成過程を概念の三契機の自己運動と

いう形で描こうとし，しかも，判断論で扱われる十二の判断諸規定を，その発

展段階を示すものと位置づけるのである。へ一ゲルは，「諸々の異なった判断

は，必然的に次々に連続しているものとして，そして概念の進展規定として考

察されるべきである。というのも，判断そのものは，規定された概念に他なら

ないからである」（W．832i§171Anm．）と言う。また，同前の「補遺」では，

よりはっきりと，「判断の諸種類は，同価値のものとして並列されるべきもの

ではなく，むしろ段階をなすものとして捉えられなければならない」（W，832

2§171Zu。．）と述べているのだが，ここに来てようやく本稿の最初で取り上

げた，「バラは赤い」という判断が，そもそも質的判断であるという理由から

真理ではないとされた，あの問題へと立ち返ることができる。へ一ゲルは判断

諸規定を，それが三契機の統一体としての本来の概念をどの程度表現している

かという観点から，後に行くにつれて，概念が十全に表現されるように配列す

るのであるが，「バラは赤い」という質的半1」断は，この序列のまさに一番最初

に位置するものであり，判断において，真理を表現する最も低い形式にすぎな

いのである。

　以下では，へ一ゲルが提示する具体例との連関を重視しながら，それぞれの

半1」断諸規定が各々どの程度概念を表現しうるのかという吟味の過程を詳細に考

察していこう。

2．へ一ゲルの判断諸規定論

（1〕定存在の判断

　へ一ゲルが最初に取り上げるのは，定存在の判断のグループである。へ一ゲ

ルは，各半1j断グループを述語の普遍性の特質によって区分するのであるが，こ

の定存在の判断の普遍性は，「全く感覚的な普遍性，直接性における普遍性」
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（V．10185）とされ，より具体的には，「直接的な（このため感覚的な）質」

（W．8323§172）であるとされる。先に挙げた引用文において，「バラは赤い」

や「バラは赤くない」という判断がともに「質的判断」と言われていたのも，

「赤い」が質的規定性を示すものだったからなのである。

　①肯定判断

　へ一ゲルにおいて判断は，「個別的なものは普遍的なものである」と定式化

されることは既に述べたが制，肯定判断は，主語と述語の関係が「まだ媒介あ

るいは否定性を含んでいない」（W．6312），つまり，両者の関係が直接的であ

るような判断であ乱これは，「概念の喪失」として描かれた，個別性が前面

に立ち，普遍性との関係が背後に退いている在り方を直接受けるもので，この

ため，議論の展開も，主語である個別性が基準となって述語が吟味される「内

属の判断」（W．6311）という性格を持つ。

　肯定判断の具体例は，冒頭でも挙げた「バラは赤い」であるが，へ一ゲルは

この判断の真理性を吟味する際，主語の「バラ」と述語の「赤い」との間の関

係の仕方に注目する。「バラ」と「赤い」との間の結びつきを考えてみた場合，

その結びつきが必ずしも必然的なものではないことが分かる。というのも，そ

れが実際に赤いバラであったとしても，そのバラは「赤い」のみならず，他に

も「良い香りがする」といった他の性質も持っているだろうし，また，「赤し）」

にしても，それはバラのみに妥当するものではなく，他の花や事物についても

当てはまるものだからである。つまり，確かに「バラは赤い」という判断は

「正しい」かもしれないが，それはそのバラを十全に表現するものではないの

である。「バラは赤い」という判断において，「バラ」と「赤い」は繋辞によっ

て同一のものとして結びっけられてはいるが，ここでの同一性は，実は極めて

蓋然的なものであり，へ一ゲルはこの原因を，ここでの普遍性が，「赤，い」に

よって示されるように，事物の直接的な質であることに求め乱つまり，主語

について，それを質的な規定によって表現しようとしても，バラの例において，

「赤い」の他に，「良い香りがする」という規定も見出されるといったように，

結局不十分なものとなるのであり，このため，そもそも，事物を質的規定によっ

て表現するという肯定判断の形式そのものが，真理を含み得ないとして否定さ

れるのである。
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　②　否定判断

　真理を表現するのに不十分であった肯定判断を否定することによってその真

理性を主張しようとするのが，次の否定判断であ乱これは例えば，「バラは

赤くない」によって示されるもので，概念諸規定で表現すれば，r個別的なも

のは抽象的に普遍的なものではない」となる。ここで，普遍性が「抽象的に」

普遍的なものではないとされるのは，肯定判断における普遍性が，事物の一性

質を示すものでしかないことが明らかとなり，その在り方が否定されるからで

ある。

　「バラは赤くない」という判断においては，確かに，「バラは赤い」という

一面的な規定は否定されている。しかし，この判断自体が示しているのは，バ

ラに関して「赤い」という規定では不十分であるという極めて消極的な規定に

すぎない。否定判断は，肯定的に，「バラは何らかの色を持つ」と表現するこ

とができる。こうしてみるとはっきりするように，この判断においては，確か

に「赤い」という規定は否定されているものの，他の色を持っという可能性，

すなわち，r白い」や「黄色い」など，色を持つことが否定されているわけで

はない。つまり，否定判断は，肯定判断を否定することによって克服したはず

の質的規定性を未だ免れてはいないのである。このため，この判断形式も否定

され，「個別的なものは特殊的なものではない」という更なる否定判断が導か

れ乱これによって，否定判断においてまだ残されていた質的規定の側面が完

全に否定されることになるのだが，こうして得られるのが次の無限判断である。

　③　無限判断

　へ一ゲルは無限判断において，否定的無限判断と肯定的無限判断（同一判断）

という二つの種類を区別している。否定的無限判断というのは，「諸規定が主

語と述語に否定的に結びつけられており，その一方が他方の規定性を含んでい

ないだけでなく，その普遍的領域をも含んでいない」（W．6324）ような判断で，

例えば，「バラは象ではない」，「精神は赤ではない」といったものである。確

かに，このような判断はr正しい」判断であると言えるだろうが，実際には，

極めて不合理な（㎞d…in㎡g）判断である。他方，へ一ゲルは，r象は象である」，

「精神は精神である」というような肯定的無限判断も挙げている。これまでの

例に合わせれば，「バラはバラである」というものである。これまでバラに関
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して，それを質的規定で捉えようとしてきたが，それではバラを十全に捉える

ことはできない。バラを十全に示すためには，「パラはバラである」としか言

いようがないということである。これは概念諸規定で見ると，これまで肯定判

断においては「個別的なものは普遍的なものである」が，否定判断においては

「個別的なものは特殊的なものである」という判断が扱われたのだが，個別的

なものを示すには，やはり個別的なもの，すなわち，「個別的なものは個別的

なものである」ということであ乱しかし，この肯定的無限判断も，確かに

「正しい」かもしれないが，その実，極めて無内容な判断である。

　以上の考察から，へ一ゲルは無限判断も否定され，克服されるべき半1」断であ

ると結論づけられる。確かに，肯定判断と否定判断が否定されることで，述語

の質的規定性は克服されたのだが，その結果，無限判断が示したのはいずれも

無意味な判断であった。このことは，確かに，個別性を表現するものとして，

質的規定性としての普遍性は不十分であったのだが，し」かしやはり，個別性は，

個別性ではなく，普遍性において示されなければならないということを意味す

る。こうして，普遍性全般ではなく，質を示す「全く感覚的な普遍性，直接性

における普遍性」だけが止揚されるのだが，これは，これら普遍性が特徴づけ

ていた定存在の半1」断というグループ自体の止揚となる。こうして，次に反省の

判断という新しいグループの考察へと進んでいくのである。

（2）反省の判断

　反省の判断のグループの特色を示す述語の普遍性は，「相関関係にある規定，

あるいは，包括的な普遍性である本質性」（W．6326）を表現するものとされ，

具体的には，「人問は死すべきものである」という判断における「死すべきも

のである（。t。舳。h）」や，「この物は有用である」という判断における「有用で

ある（n廿t乞五。h）」などが挙げられている。これらの規定は「本質性」と言われ

ているように，定存在の半1」断における単なる質的規定性とは異なり，主語との

問に密接な関係を持つものである。というのも，「赤い」という規定は，他に

黄色いバラや白いバラがあるように，必ずしも「バラ」と結びっかないもので

あるのに対し，ある人間に当てはまる「死すべきものである」という規定は，

他の人間にも妥当しうるものであり，ある物に当てはまる「有用である」とい

う規定は，同じ特性を持っ他の物についても妥当しうるものだからである。
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　①　単称判断

　単称判断の定式は，定存在の判断の成果を受けて，rこのものは本質的に普

遍的なものである」（W．6328）と規定され，その具体例としては，例えば，

「カイウスは死すべきものである」を挙げることができる・しかし，前述の通

り，「死すべきものである」という規定は，単に，個別的なカイウスにのみ当

てはまるものではない。確かに，カイウスが死すべきものであるということは

「正しい」のであるが，この「死すべきものである」という規定が含み持って

いる連関的特質をこの判断は汲み尽くしていない。それ故，単称判断の判断形

式自体が否定されることになる。反省の判断は，定存在の判断における「内属

の判断」とは異なり，述語が基準となり，主語がそれに応じて運動する「包摂

の判断」（W，6328）となる。このため，単称半1」断の否定形としては，「このも

のでないものが反省の普遍的なものである」（W．6328）という判断が導かれ乱

　②　特称判断

　単称半1蛾の否定形を肯定的に捉えなおしたものが，特称判断「いくつかの個

別的なものは反省の普遍的なものである」（W．6329）である。機械的に考える

ならば，この特称判断の具体例は，「いく人かのカイウスは反省の普遍的なも

のである」ということになるが，ここでへ一ゲルは次のように注意する。「し

かし，特称判断の主語は，もはや『いく人かのカイウス』ではありえない。と

いうのも，カイウスは，ある個別的なものそのものであるべきだからである。

このため，いくつかのには，より普遍的な内容，例えば，人問，動物等が添え

られる。」（W．6329）「カイウス」は個別性を示すものであるが，その否定に

よって得られる特称判断の主語は，「いく人かのカイウス」ではなく，「いく人

かの人」と言うべきだというわけである。

　更に，この判断形式が示す内容を詳しく検討してみると，確かに，「カイウ

スは死すべきものである」という単称判断に比べ，「いく人かの人は死すべき

ものである」という特称判断は，確かに普遍性の包括性は高まっているものの，

直接的に，「いくかの人は死すべきものではない」という反対物が導かれるよ

うに，その実，無規定な判断である。それ故，この特称判断の形式も確かに

「正しい」のであるが，不十分な判断として否定されるのである。
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　③全称判断

　全称判断は，「全てのものは反省の普遍的なものである」と定式化すること

ができ，その具体例は，例えば，「全ての人は死すべきものである」となる。

主語に来る「全てのもの」に関して，へ一ゲルはこれを「外的反省の普遍性」

（W．6330），「全ての個別的なもの」（W．6331），「自立的に存在している個別

的なものの総括にすぎないもの」（ibid．）等と述べ，これを更に詳しく，「ただ

比較においてのみ諸々の個別的なものに属するような共通性」（ibid．）と，低い

評価を与える。というのも，「カイウス」という一個人から始まり，「いく人か

の人」を経て，「全ての人」へと至1jったこの過程は，一見すると，外在的な，

単なる量的な拡大にすぎないように思われるからである。しかし，「全ての人」

が示すものを更に考察してみると，それは」つには，「人間という類」を，も

う一つには，類の普遍性へと拡大され，規定された個別性を示してい乱「こ

のため個別性は，例えば一人のカイウスというような，あの最初の個別性にと

どまっているのではなくて，普遍性と同一の規定，あるいは，普遍的なものの

絶対的に規定された存在である」（W．6333）とへ一ゲルは言う。単称半1」断の主

語である「カイウス」は個別性である。しかし，このカイウスも，「死すべき

ものである」という普遍的な本質規定と繋辞によって結ばれていることから示

されるように，潜在的には普遍的性格を持つものである。このことは，特称判

断において，「いくつかのカイウス」ではなく，「いくつかの人」というように

「人」と言われることによって顕在化してくるのだが，この全称判断の「全て

の人」において，それがようやく完全に現実化されるというわけである。これ

によって，へ一ゲルは，この一連の過程が，外在的な運動なのではなく，単称

判断の個別性において潜在的であったものが，段々と顕在化し，現実的に規定

されるという内在的な歩みだということを示しているのである。ここで更にへ一

ゲルは，「『全ての人間』の代わりに，今や『人問』と言われるべきである」

（ibid．）と言う。「一つの類の全ての個別的なものに属しているものは，その

［全ての個別的なものの］本性によって，類に属している」（W．6334）ものだ

と言うのである。しかし，この主語において示される「類」としての普遍性は，

「外的反省の普遍性」（W．6330）や「自立的に存在している個別的なものの総

括にすぎないもの」（W．6331）とは決定的に異なる性格を持ち，「自分自身の

もとで具体約なものである普遍性」（ibid．）であり，「客観的普遍性」（W．6334）
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と言いうるものである。この客観的普遍性は，反省の判断のグループの特色を

示す「反省の普遍性」（V．ユ0185）ではもはや包摂され得ない，より充実した内

実を持つものであり，これにより反省の判断のグループ自体が止揚されるので

ある。

　（3）必然性の判断

　全称判断において，主語の普遍性が客観的普遍性と規定されたのだが，この

客観的普遍性を類と種との関係として詳細に展開するのがこの必然性の判断で

ある。必然性の判断のグループの特色を示す述語の普遍性は，一応，「類とし

ての普遍性」（V，10185）と特徴付けることができるが，すぐ後で見るように，

必然性の判断においては，他の判断グループのように述語の普遍性が固定され

ておらず，ここでは全体として，類と種の関係が展開されたものとして理解す

るのが適当である同コ。

　①　定言判断

　定言判断は，主語に種，述語に類を持つ判断で，例えば，「バラは植物であ

る」（W．6336）という判断が挙げられている。この定言判断は主語の本性であ

るものが述語において明示的に示されている判断で，へ一ゲルはこの特質を

「バラは赤い」という肯定判断と比較することによって際立たせる。先に見た

ように，バラにとって「赤い」という規定は，必ずしも必然的に結びつくもの

ではない。バラは「赤い」という規定の他にも，「良い香りがする」や「トゲ

がある」といった規定を持っているし，また，赤ではなく，黄や白のバラも存

在するからだ。しかし，どんなバラも，「植物」であることなしにバラである

ことはできない。「植物」であることは，バラの内的本性であって，これを欠

いては，そもそもバラは存在し得ないのである。形式上は，「バラは赤い」

（Di．Ro。。i．t．ot．）も「バラは植物である」（Di．Ro。。i．t．ln　p且m乞。．）も，どち

らも繋辞によって主語が普遍性と結びっけられているのだが，その結び付き方

は大きく異なっており，前者は，主語とその一特性の関係として「偶然的」で

あるのに対し，後者は，種と類の関係として「必然的」なものなのである。

　このように，定言判断は，類と種という必然的な関係を示しているのであ’る

が，へ一ゲルは，rここではただやっと，自らの直接的な特殊化（P。。dk．1。。i。。せ。
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n）を持つにすぎない」（W．6335）ものであり，「特殊性の原理」（W．6336）になっ

ていないとして，その欠陥を指摘する。「バラは植物である」という判断は，

類の特殊化したものとして，「特殊的なものは普遍的なものである」と規定す

ることができ，確かに，普遍性と特殊性の必然的な関係が示されてはいるのだ

が，しかし，そこでは普遍性が含んでいる内の一つの特殊性しか示されている

にすぎない。植物であるのは，バラだけではなく，他にユリやヒマワリも同じ

く植物であり，定言判断においては，こういった他の特殊性が全く捉えられて

いないのである。定言判断は，「バラは赤い」というような肯定判断に比べれ

ば確かに「必然的」であるものの，未だ偶然的な性格を残しており，不十分な

ものとされるのである。

　②　仮言判断

　へ一ゲルの仮言判断は，「Aが存在するならば，Bが存在する」，あるいは，

rAの存在は，A固有の存在ではなく，Bというある他者の存在である」と．い

う独特な形式によって示され，これによって，「定言判断においてはまだ定立

されていない，直接的な諸規定性の必然的連関」　（W．6337）を明らかにする

ものとされる。へ一ゲルが提示する仮言判断の具体例は二種類あり（5），一つ

は，「青があれば，黄も存在しなければならない」（V．10ユ88）というものそ，

これは，「青は色である」という定言判断に対して，色と言うのならば，青だ

けではなく，黄も色だというように，定言判断では示されなかった諸種同士の

連関を示すものである。種同志の連関を示すこの判断は，確かに「正しい」判

断ではあるのだが，しかし，この判断においても，色について全ての諸種が示

されているわけではなく，そこではただやっと二つの種が示されたに過ぎず，

従って，今度は，「黄があるならば，赤も存在しなければならない」一と繰り返

し諸種を挙げていかなければならなくなってしまうだろう。この欠陥を克服す

るのが，両項の本質的な関係性を示す，もう一つの具体例の「明るさは暗さに

現れ，暗闇は明るさに現れる」（V．10ユ89）である。この例においては，青や黄

といった直接的諸規定の代わりに，諸種がr明るさ」や「暗さ」と，より抽象

的に規定されているのだが，これによって，一方がなければ他方が存在し得な

いという種同士の必然的な関係が示されるとともに，諸種を枚挙せずに種の全

体を表すことができるのである。
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　こうして，この仮言判断においては，定言存在では示されなかった「直接的

な諸規定性の必然的連関」　（W．6337）が示された。しかし，この仮言判断に

おいては逆に，定言判断において示されていた種と類の関係が明示されていな

いという欠陥を持つ。これを概念諸規定によって示せば，「特殊的なものAが

存在するならば，特殊的なものBが存在する」と定式化することができるが，

ここでは特殊性の形式しか示されていないのである。このため，この仮言判断

の形式も否定されるのである。

　③　選言判断

　選言判断は，「AはBであるかCであるかである」（A　ist　en帥edet　B　od・C．）

と表現され，主語には，具体的な普遍性を示す類が「単純な形式」において，

述語には，それが「その区別された諸規定の統体性」として示されている。へ一

ゲルはこの判断全体で，定言判断や仮言判断において示されなかった類の特殊

化の原理を表現する。選言判断の具体例としては，一「色が明と暗の具体的統一

として捉えられること」（W．6346）だとされている。色を，青や黄といった具

体的な規定によって示そうとすると，「色は青であるか黄であるか……である」

と無限にその諸規定を挙げていかなければならなくなってしまう。この諸種を

「明と暗の具体的統一」として示すことによって，具体的な諸規定をそこから

全て導くことができるという形で，諸種の全体性が示されるのである。

　選言判断を概念の諸規定で表すと，「普遍性は特殊性の全体である」となる

だろう。上で述べたように，この選言判断においては，主語と述語もともに具

体的な普遍性としての類が示されているわけだが，主語においてはそれが「単

純な形式」において示されているのに対し，述語では，それが具体的な規定と

して示されている（W．6339）。しかし，これは単なる類の一規定としてではな

く，その規定の全体を含む「統体性」として示されており，このため，特殊性

の全体は，類の普遍性と等しいものとなっており，それどころか，そのより具

体化されたものとさえなっているのである。

　このように，これまでのどの判断形式よりも包括的で，内実を伴った選言半1」

断であるのだが，その包括世故の欠陥を持つことになる。確かに，色は，「明

と暗の具体的統一」と表現されることによって，原理的に全ての具体的な色を

含むものとして，その全体性において示されているわけだが，ここでは青や黄
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や赤といった具体的な諸規定は，その原理の内に観念的に含まれているに過ぎ

ない。「普遍性は特殊性の全体である」という概念諸規定によって示された定

式を見ればわかるように，ここでは個別性の契機が示されていないのである。

それ故，この選言判断の形式も，概念を十全に示すものとしては不十分である

として否定されるのである。

ω概念の判断

　概念の判断のグループの特色を示す述語の普遍性は，「概念としての普遍性」

（V．ユ0185）とされる。具体的には，「書い，悪い，真である，美しい，正しい」

（W．6344）等が挙げられ，これらの述語は，「事柄が，絶対的に前提された当

為としての，その普遍的概念をもとにして測られ，そして，その普遍的概念と

一致しているか，あるいは，してないかということ」（W．6344）を表現するも

のとされ私わかりやすく言えば，その事柄が，あるべき姿になっているかど

うかを表すのがこれらの述語なのである。このように言われると，その「ある

べき姿」とはどういうものであるかということが直ぐさま問題となってくるだ

ろ㌔この答えは実は，これまでの議論で既に準備されてい私選言判断にお

いて，類の特殊化原理が示されたわけだが，このような原理から必然的に導か

れることが，まさに事物のあるべき姿なのである。概念の判断では，この原理

に則って，個別性が導き出されているかどうかが吟味されるのである。

　①突然判断

　概念の判断に属する最初の判断は突然判断で，これは，「主語は具体的に個

別的なものそのものであり，述語はその個別的なものを，その現実性，規定性，

あるいは，性状性と，その概念との関係として表現する」（W．6346）半1」断であ

ると言われ，「この行為は書い」（ibid．）がその具体例である。突然判断は，概

念諸規定によって示せば，「個別的なものは普遍的なものである」であり，こ

れは表面的に見れば，肯定判断「バラは赤い」と何ら変わらない単純な判断で

あるのだが，その概念諸規定の意味するものは非常に異なっている。「バラは

赤い」における普遍性の意味する所は，主語のバラに関する単なる質的規定に

すぎないのに対し，「この行為は書い」の普遍性が示しているのは，主語のあ

るべき姿であり，そして，この「主語のあるべき姿」とは，行為の主体である
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人間が，人間としてふさわしい行為を行うということであるから，ここには，

選言判断によって示された，必然的な類の特殊化原理とその具体的実現という

全体的な意味が込められているのである。

　この突然判断において，選言判断の欠陥だった個別性が定立される。しかし，

この突然判断は，「ただやっと突然的であるにすぎない」（W．6346）ものであ

り，「「この行為はよい』が断言される時には，反対のもの，すなわち，『この

行為は悪い』もまた同じ権利（B。・。。hdg㎜g）を持って」　（W．6347）言われう

るものである。つまり，この判断における主語と述語の連関の必然性は，この

判断自身によっては示されておらず，「外的な第三者」（W．6346）においてそ

の確証を持つのである。「しかし，その連関が外的に定立されているというこ

とは，それ［連関］がただやっと潜在的，あるいは，内的であるということと

同じである。」（ibid．）従って，rこの行為は書い」という判断は，潜在的に「真

理」であるにすぎないのである・こうして，この突然学1」断も真理を表現するに

は不十分であるとして否定されるのである。

　②蓋然判断

　蓋然判断は，「肯定的にも否定的にも捉えられなければならないかぎりでの，

突然判断である」　（W．6347）とされる。「この行為は書い」と端的に主張する

だけの突然判断は，同じようにその反対の判断も導くものとして，蓋然的なも

のに引き下げられるわけである。このため，rこの行為は書い」という突然判

断を正しく表現しようと思えば，その断定を和らげて，「この行為は書いかも

しれない」と表現すれば，一応，「正しい」判断であると言うことができる。

しかし，これは極めて消極的な規定であって，より積極的な規定がなされなけ

ればならない。この場合，述語の普遍性は，事物のあるべき姿である概念を表

す必然的な規定であるから，この判断の蓋然性は主語の直接性に求められる。

行為自体はr書い」ものであるはずなのであり，必要なのは，この「行為」と

「書い」との連関を媒介するものである。従って，端的に「この行為は書い」

とするのではなく，「それが持っ性状に応じて」（W．6348）そうなのだとされ

るべきなのである。概念諸規定から見れば，突然判断は，「個別的なものは普

遍的なものである」であったが，そこでは個別的なものが直接，普遍的なもの

と結びっけられていることが問題だったのであり，必要なのは，それを媒介す
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る特殊性の契機なのである。

　③　確然判断

　確然判断は，突然判断において欠けており，蓋然判断によって示唆された，

主語と述語の連関の根拠が定立された判断で，例えば，「この行為は，これこ

れの性状を持っているので，書い」（Di．s．Hand1ung　so　md　so　beschaffen　ist　g

ut．）というものである。ここでは，定言判断のように，端的に「この行為は書

い」と断言されるのではなく，「これこれの性状を持っているので」とその根

拠が判断形式自体において明示されているのである。その際，へ一ゲルは，

「この行為はこれこれの性状を持っているので」という一この長い主語を分解し，

「この」は，個別性を示し，「行為」は，普遍性を示し，「これこれの性状を持っ

ているので」は特殊性を示していると指摘する。つまり，主語は，単なる個別

性ではなく，普遍性，特殊性，個別性の統一体であり，そのような意味での個

別性であるということである。片や，述語の普遍性も，単なる普遍性ではなく，

概念を示すものとして，すなわち，普遍性，特殊性，個別性の統一としての概

念なのであった。このため，この確然判断が示す「個別的なものは普遍的なも

のである」という形式は，主語と述語の両方とも，三契機の統一としての概念

を示しており，両者は完全に一致するものとして示されているのである。

おわりに

　へ一ゲルの判断論の課題は，へ一ゲル論理学の体系から言えば，普遍性，特

殊性，個別性の三契機の統一としての概念が，その失われてしまった統一を自

らの運動によって回復することにあった。判断においてこれが達成されるのは，

この最後の確然判断においてであり，へ一ゲルの判断における真理は，ここに

おいて示される。それまでの十一個の判断規定はどこかしらに不十分さを持ち，，

「正しさ」を持つことができるに過ぎないものなのである。へ一ゲルのこのよ

うな把握は，単に，主語と述語が正しく結合されていればそれで良しとする通

常の判断観及び真理観からすれば異様に思えるだろう。しかし，ここから逆に，

へ一ゲルが「真理」において考えようとしていたものがどういうものなのかが

浮き彫りになってくる。へ一ゲルが最後の確然判断において示すのは，事物が

その類としての本来あるべき姿を，必然性をもって実現していることである。
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具体的に，人間の行為の例で言えば，ある個人が人間としてふさわしい行為を

自覚的に行っていることを「真理」であると，へ一ゲルは考えるわけであ乱

これがへ一ゲルが考える真理の現実的意味内容である。

　へ一ゲルは判断論において，判断諸規定がそもそもこのような内容を含みう

るかを徹底的に吟味した。通常の理解からすれば，半1」断諸規定を吟味し，その

真理性を考察することなどは，いかにも奇異なものと思われるかもしれない。

しかし，「バラは赤い」のような，事物の単なる性質を示す判断形式によって

は，事物のあるべき姿やその実現といったことは，そもそも表現され得ないだ

ろう。それ故，へ一ゲルは，その判断の内容の具体的真偽を確かめるまでもな

く，それが質的判断であるが故に真理を含み得ないとしたのである。真理を表

現するには，しかるべき形式が伴わなければならない。このような判断諸規定

の吟味の過程に，へ一ゲルが生涯追求したr真理の学問的認識」の一端を，我々

は垣間見ることができるのである。

　註

へ一ゲルからの弓1用は，以下の著作集により，以下の略号を用い，そのぺ一ジ数を示し㍍弓1用に際

し，強調体は省略した。

G．W．F．Hogd，Wcrko　in　Wm磁肋肋用，Thoorio　W0fk且u昌g且bo．Suhエk且mp，Ffank～エt且m　M且in，1969．

Bd－6＝榊∫J舳あψ加L吻石皿．（＝W．6）

Bd．7＝αm脇加扮j〕肋仰肋油∫～c伽（＝W．7）

Bd．8＝jヨ〃η左伽肋‘油プ戸乃肋∫砂ん｝’加〃　肌｝∫舳∫cゐψ肋　I。（一W．8）

一一一一一 Cr伽伽曲惚舳ノ〃理m肋伽N胡。乃∫肋柳用m4Mm舳左柳乱

Bd．10，τ勺〃〃㎎m肋〃肋Lo理挽（1831）　（＝V．10），N丑。h；〔hエミ丘von　lく二趾1Hogd，Hambur島200！．

ω　もちろん，へ一ゲルにおける真理のより本格的な解明には，論理学では特に，理念章の考察が必

　要となる。

12〕全体的理解のためには，この個別性が後の確然判断で再定立されることに注意されたい。

13〕　rバラが赤い」は『論理学」においてはr個別的なものは普遍的なものである」と定式化される

　が，『エンチクロペディー』では．「個男1」的なものは特殊的なものである」とされている。両者は否

　定判断において結局同じ所に行き着くのであるが，本稿では「概念そのもの」の議論との繋がりが

　より明瞭となる『論理学」の定式に拠っ㍍これについては，以下も参照。石黒光治rへ一ゲルの

　半一1断論」『茨城大学人文学部紀要」，第7号，1974年，｝6頁以下口

14〕奥谷氏もこの不整合を指摘し，そこから否定的な解釈を行うのだが，必然性の判断は，広く類と

　種の関係が展開されるものと捉えるべきであろう。奥谷浩一「へ一ゲル『論理学』における『半1／断」

　と実在2」『唯物論』，第24号，1976年．55頁，及び，拙稿rへ一ゲルの仮言半1」断の具体例をめぐっ

　て」rへ一ゲル論理学研究』，第9号，2003年，74頁注47を参照。

15〕仮言半11断の具体例はV．ユ0において初めて知られる所となった。これについては上記拙稿を参照。


